
臨時役員会議事録 

 
平成１６年３月２８日(日)午後２時００分より、名古屋市昭和区「清楽」において中京大学
体育会ユースホステル部ＯＢ会臨時役員会を開催した。 
 
出席者 １５名 
河合 勲（Ｓ４１）･成瀬正和（Ｓ４７）・近藤三幸（Ｓ４８）･横地辰子（Ｓ４８） 
飯田裕重（Ｓ５０）･安田益大（Ｓ５１）・内田政孝（Ｓ５１）･福田貴久夫（Ｓ５３） 
小林克則（Ｓ５３）･柏原 浩（Ｓ５９）・土屋友明（Ｓ６０）・太田勝久（Ｈ６） 
藤原正憲（Ｈ８）・長谷川 明（Ｈ９）・長谷川一枝（Ｈ９） 
 
定刻 横地 徳政氏開会挨拶予定されるが都合により欠席、顧問 河合 勲氏の開会挨拶

により会は開催される。内田政孝氏が選ばれて議長となり、会を進行する。 
会長 近藤三幸氏の挨拶で現況等の説明がなされ、仕事柄海外出張等多忙の為、会長交代

の旨の説明がなされた。  
 
 
議案第１号    役員改選について 
議長は経緯について、先の河合顧問・近藤会長の挨拶の中でされた為省略し、新規副会長

は今後のＯＢ会開催時等会長を補佐し、会の運営をスムーズに行う為に新規設置する旨を

説明する。早速会長候補 飯田裕重氏、副会長候補（新規）小林克則を推挙し、任期を共

に５年で行いたい旨の説明を行った。横地辰子氏より任期を３年にし継続可能なら最長５

年という提案がされ一同協議の結果、会長 飯田裕重氏・副会長 小林克則、任期は３年

（再任は２年で通算５年）を了承し承認した。 
 
 
議案第２号    今後の運営方法について 
議長はＯＢ会の今後の運営方法について以下の通り説明を行った。 
１．目的：幅広い各年代間の情報交換会として交流懇親を目的とする。 
２．資格：ＯＢ・ＯＧと在部実績のあった人。 
３．行事：ＯＢ会・役員会・その他必要と認めた行事を行う。 
４．組織：顧問・会長・副会長・事務長・会計・運営幹事 
５．会費：年会費として￥２，０００（但し、夫婦会員の場合は一世帯￥２，０００） 
６．収支報告：ＯＢ会で会計が報告。 
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議長説明後出席者の意見交換がおこなわれた。 
・従来、隔年幹事と呼ばれていたが今後は運営幹事とし、ＯＢ会の運営を行っていく。 
・開催地については、各地のＯＢ・ＯＧの方が出席しやすいように、いろいろな場所で行

うよう要望が出た。（特別な決議は行わず） 
・ 資格については、現役部員がいないことを踏まえ、在部実績のあった方にも門戸を開く

ことが了承される。 
再度ＯＢ会に参加する意思の確認が必要ではないかとの意見があり、必要であると承認

される。 
・会費については、現在の必要経費は通信費であり、年 /￥２，０００も必要なく     
￥１，０００でいいのではないかとの意見も出たが、年/￥２，０００で了承される。 
 使い方については、主となるものは通信費であるが、遠方の役員の役員会出席時の交通

費の補助も必要ではないだろうかという意見も出たが特別な決議は行われず。 
 
一同前記内容を協議の結果、出席者全員異議なくこれを了承し承認した。 
 
議案第３号     その他 
１）ＯＢ会会計報告が顧問 河合 勲氏より行われ平成１６年３月２８日現在、      

残金７４，８７３円の報告書が監査 横地 荘二氏承認の下報告される。 
一同確認後全員異議なくこれを了承し承認した。 
２）ＯＢ会開催を今秋決定。時期については正副会長に一任。 
３）廃部に伴い規約の見直しが必要 
４）会員名簿を新規作成。（河合顧問に依頼） 
 
以上のとおり討議のうえ、午後３時００分閉会。以後懇親会（自費）を行いフリーでの意

見交換が行われ午後５時００分散会。 
平成１６年３月２８日 
 
                       Ｓ５３年度卒   小林 克則 
 
 
今後の予定 
１．運営幹事の選任 
２．規約の見直し（７月を目安に原案を会長が最終提示予定） 
 


